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1 R8.2.19 R8.3.5
昭和33年12月4日付財管用収第1999号土地売買契約
書
（練馬区仲町四丁目○○、○○、○○及び○○）

2 1 1 1

（7条2号）個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる
ものであるため、また個人の所得、財産の状況に関する情報であるた
め、公にすることにより、個人の権利利益を害する恐れがあるため
（7条4号）公にすることにより、犯罪の予防等公共の安全と秩序の維
持に支障を及ぼすおそれがあるため

財務局財産
運用部管理
課

2 R8.2.19 R8.3.5
昭和34年2月4日付財管用収第1999号土地所有権移転
登記嘱託書
（登記義務者　○○　　登記権利者　東京都）

2 1
財務局財産
運用部管理
課

3 R8.3.17 R8.3.19

令和６年５月から令和７年２月までの建築工事積算
標準単価表
令和６年５月から令和７年２月までの機械設備工事
積算標準単価表
令和６年５月から令和７年２月までの電気設備工事
積算標準単価表

1115 1
財務局建築
保全部技術
管理課

4 R7.8.21 R8.3.19
東京国際展示場(3)会議棟及び西展示棟改修工事実
施設計ほか１件

368 1
財務局建築
保全部施設
整備第一課

5 R7.8.21 R8.3.19
東京国際展示場(2)会議棟及び西展示棟改修工事基
本設計ほか３件

803 1 1 1 1

○個人情報
〇公にすることにより事業運営上の正当な利益を害するおそれがあ
る。
〇公にすることにより犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがある。

財務局建築
保全部施設
整備第一課

6 R7.8.21 R8.3.19

東京国際展示場(3)会議棟及び西展示棟改修工事実
施設計　見積書（エスカレーター工事に係る部分を
除く。）
東京国際展示場(4)東展示棟改修工事実施設計　見
積書（エスカレーター工事に係る部分を除く。）

1 1 1

〇公にすることにより事業運営上の正当な利益を害するおそれがあ
る。
○公にすることにより都が行う事務事業の適正な遂行に支障を及ぼす
おそれがある。

財務局建築
保全部施設
整備第一課

決定区分 （根拠規定）条例７条



7 R7.9.2 R8.3.23

庁内案内業務等委託（令和7年1月15日付６財経二契
第703号の２）に係る以下の書類
・指名競争入札による契約について（庁内案内業務
等委託）（令和6年11月22日付６財経二契第703号）
・庁内案内業務等委託（令和６年11月19日付６財建
庁第621号）

57 1 1

第７条第６号　業務外の問い合わせ等への対応により業務に支障を及
ぼすおそれがあるため

第７条第６号　入札において都が設定した予定価格及びこれを類推す
ることができる情報であり、当該情報が公になることにより、契約事
務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

財務局建築
保全部庁舎
管理課

8 R8.2.25 R8.3.30

【副本】提案書　都庁第一本庁舎建物清掃委託（そ
の４）
【副本】参考資料　都庁第一本庁舎建物清掃委託
（その４）

1 1 1 1 1

・本件文書は第三者の著作物であり、かつ、未公表の著作物に該当す
るものであり、著作権者から開示に同意しない旨の意思表示があった
ことから、著作権法第18条第3項第3号の規定により公表することがで
きないため
・作業責任者等の氏名や経歴等は、特定の個人を識別できるものであ
るため
・本件文書は第三者である提案事業者が作成した事業計画・導入設備
仕様が含まれ、その提案内容は事業者が積み重ねてきた事業者独自の
技術、ノウハウが反映されている情報と認められることから、その内
容を公にすることにより、法人の競争上又は事業運営上の地位が損な
われると認められるため
・本件文書は第三者である提案事業者独自の技術、ノウハウが反映さ
れている情報である。当該内容を公にした場合、都にとって有益な提
案書の提出がためらわれるようになるほか、同種事業へ波及するおそ
れがあり、公にすることにより、都に対する信頼が失われ、契約業務
の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

財務局建築
保全部庁舎
管理課


